
協議事項４ 明智デマンド交通の改正について 

 

１．概要 

令和５年４月から自主運行バスを再編し、新たな交通手段として「明智デマンド

交通」の運行を開始した。デマンド交通の更なる利用者の拡大及び利便性の向上を

図るため、一部ミーティングポイントの運行方法を改正する。 

 

２．明智デマンド交通の概要及び課題 

（１）概要 

運行日：平日 12 便（東地区、西地区） 

運休日：土日祝日、12/29～1/3 

（２）課題 

  ・明智郵便局及び明智福祉センターにおいて、目的地から目的地への移動がで

きず、まちなか線もないことから、バスを利用したいが利用できないとの声

が上がっている。 

 

３．改正内容 

明智郵便局及び明智福祉センターを地区バス停に位置づける。 

   ※図面参照 

     

４．運行時刻 

地区 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 

東地区 8:20 頃 9:55 頃 10:15 頃 13:05 頃 13:25 頃 15:15 頃

西地区 9:20 頃 11:10 頃 11:35 頃 14:15 頃 14:35 頃 15:40 頃

   ※ダイヤの変更なし 

   ※記載時間は運行受付時間 

   ※予約の混雑状況により希望の時間に受付できない場合がある 

 

５．運送区間・運行日 

  変更なし 

 

６．実施時期 

  令和７年３月 1５日（土） 

  ※３月 1７日（月）からの予約受付分より 

 

７．運行事業者 

 明知鉄道（株） 

 

資料４
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８．運賃 

  ・変更なし（１乗車 ３００円） 

 

９．今後のスケジュール 

  ・岐阜運輸支局への届出  運行事業者が事前届出 

  ・事業計画の変更     令和７年３月 15 日（土） 

 

10．周知 

 ・３月号広報誌同時回覧（明智・串原） 

 ・市ＷＥＢサイト及び恵那市交通コンシェルジュＷＥＢサイト 

 ・ＳＮＳ 
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⻄地区・東地区に追加
903 明智福祉センター
912 明智郵便局

※⽬的地間の移動は不可

※地域間の移動は不可
※地域間の移動は不可
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